
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白山市産の農林水産物を活用したオリジナリティあふれる商品の開発や、新

たに開発した商品の販路拡大に取り組む事業者に対し、その経費を補助します。 
 

● 新商品開発事業 

補助対象経費 アドバイザー謝金、原材料費、機械器具リース料・購入費など 

補助率    補助対象経費の２分の１以内（限度額２５万円） 

募集期間   令和４年４月６日（水）から５月３１日（火）消印有効 

           ※予算額を超えての応募があった場合、審査を行います。 

 

● 販路拡大事業 

補助対象経費 パンフレット印刷費、ウェブサイト制作費など 

補助率    補助対象経費の２分の１以内（限度額５万円） 

募集期間   随時 

           ※予算額に達し次第締め切ります。 

 

《申し込み・問い合わせ先》 

   白山市産業部地産地消課（白山市倉光二丁目１番地） 

   電話 076-274-9522  ＦＡＸ 076-274-4177 


